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桜川市議会議員の請負禁止等に関する条例

　（目的）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）
第 92条の２の趣旨を尊重し、桜川市議会議員（以下「議員」
という。）の兼業等を禁止し、議員の政治倫理を高め、もっ
て清廉で公平な議会運営を確保することを目的とする。

　（議員の請負等の禁止）
第２条　議員は、市に対し、工事請負、物品購入及び業務委
託の契約をする者及びその支配人又は同一の行為をする法人
の無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに
準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。

　（関連企業の契約の自粛）
第３条　次に掲げる議員の関連企業は、市との工事請負、物
品購入及び業務委託の契約を辞退しなければならない。
　（１）　議員の配偶者又は１親等以内若しくは同居の親族が

役員をしている企業
　（２）　議員の配偶者又は１親等以内若しくは同居の親族が

３分の１以上の資本金その他これに準ずるものを出
資している企業

　（３）　前２号に掲げるもののほか、議員の配偶者又は１親
等以内若しくは同居の親族が実質的な影響力を持つ
企業

　（議員の相互監視）
第４条　議員は、前２条の規定に違反する事実があると認め
るときは、議員倫理調査特別委員会の設置を議会に求めるも
のとする。

　（委任）
第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定
める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

風野和視議員　文教厚生常任委員会

榎戸和也議員　総務常任委員会

議会構成

常任委員会委員の選任 決定

第３回臨時会（11 月６日） 第４回定例会（12 月４日〜９日）

審議された議案と結果

平成 25年度補正予算

一般会計補正予算（第４号） 可決

国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可決

水道事業会計補正予算（第３号） 可決

条例の制定・改正

税条例の一部改正 可決

国民健康保険税条例の一部改正 可決

市営住宅管理条例の一部改正 可決

市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収
条例等の一部改正

可決

人事・その他

選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 決定

副市長の選任 同意

教育委員会委員の任命 同意

監査委員の選任 同意

公平委員会委員の選任 同意

市道路線の廃止 可決

市道路線の認定 可決

議員提出議案

市議会議員の請負禁止等に関する条例 可決

請願

新聞購読料への消費税軽減税率適用に関する請願 継続審査

　大分県臼杵市議会総務委

員会の久藤委員長ほか７名

が行政視察に来庁されまし

た。　

　当市議会からは林議長、

市からは企画課長及び企画

課担当職員が同席しまし

た。路線バスの相次ぐ廃止

や、人口減少と高齢化社会

等を踏まえ、移動制約者の

足として地域に点在する交

通空白地域の解消に加え、

市民の生活交通の充実によ

る地域商店街の活性化を図

るため、「デマンド型乗合

タクシー」について視察研

修されました。

　この研修では、これまで

桜川市が取り組んできた事

業について担当職員より説

明があり、地域の実情に即

した生活交通の実現に向け

て意見交換を行いました。

「デマンド型乗合タクシー」について意見交換

平成 25 年 11 月７日（木）平成 25 年 11 月７日（木）大分県臼杵市が視察来庁大分県臼杵市が視察来庁

災
害
復
旧
・
た
め
池

整
備
事
業

問　

桝
箕
ケ
池
の
耐
震
点
検
調

査
委
託
料
４
０
０
万
円
は
ど
の

よ
う
な
調
査
を
す
る
の
か
。

答　

調
査
内
容
は
、
ボ
ー
リ
ン

グ
調
査
・
土
質
調
査
を
し
、
最

終
的
に
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作

成
す
る
予
定
で
す
。

問　

台
風
18
号
の
影
響
に
よ
り

災
害
復
旧
費
と
し
て
約
４
２
０

０
万
円
の
補
正
を
し
て
い
る

が
、
被
害
を
受
け
て
い
る
と
こ

ろ
を
ど
こ
ま
で
や
れ
る
の
か
。

地
元
の
区
長
に
回
答
で
き
る
形

で
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

答　

台
風
に
よ
る
災
害
の
復
旧

は
14
ヵ
所
予
定
を
し
て
い
ま

す
。
議
決
後
、
早
め
に
各
区
長

に
ご
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

そ
の
他

問　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
の
委
託
料
に
つ
い
て
、
こ
れ

は
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す

る
た
め
に
委
託
す
る
の
か
。

答　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制

度
施
行
に
向
け
て
必
要
と
な
る

シ
ス
テ
ム
の
経
費
で
、
全
て
新

し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

問　

今
回
、
１
１
０
０
万
円
の

公
金
着
服
が
あ
り
、
公
金
等
取

扱
適
正
化
計
画
が
出
さ
れ
た

が
、
こ
の
内
容
に
つ
い
て
、
早

め
の
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
の

か
。
ま
た
、
今
回
は
１
人
で
担

当
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ

が
、
全
体
の
責
任
と
い
う
こ
と

で
持
っ
て
い
け
ば
事
件
が
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
。
や
は
り

公
金
に
対
す
る
考
え
方
、
自
覚

の
仕
方
な
ど
、
部
課
長
を
交
え

た
中
で
毎
月
１
回
は
確
認
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
が
。

答　

今
回
、
全
体
責
任
を
と
る

体
制
を
つ
く
っ
た
も
の
が
、
公

金
等
取
扱
適
正
化
計
画
で
す
。

過
日
の
全
員
協
議
会
の
後
、
総

務
部
長
、
会
計
管
理
者
名
で
全

職
員
に
通
達
し
ま
し
た
。

問　

こ
の
請
負
禁
止
条
例
は
、

例
え
ば
石
工
事
等
が
あ
っ
た
場

合
、
石
材
組
合
が
仕
事
を
請
負

い
、
議
員
が
経
営
す
る
会
社
が

下
請
け
に
な
る
場
合
は
ど
う
な

る
の
か
。

　

市
民
の
代
表
で
あ
る
市
議
会
議
員
が
、
市
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
人
格
と
倫
理
の
向
上
に
努
め
、
清

廉
で
公
正
な
議
会
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
﹁
桜
川
市
議
会
議
員
の
請
負
禁
止
等
に
関
す
る
条
例
﹂
が
議

員
提
出
議
案
と
し
て
上
程
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
は
、
議
員
が
市
に
対
し
請
負
︵
工
事
・
物
品
・
業
務
委
託
︶
の
禁
止
を
定
め
た
も
の
で
す
。

桜
川
市
議
会
議
員
の
請
負
禁
止
等
に
関
す
る
条
例
を
可
決

問　

市
の
工
事
契
約
を
既
に

行
っ
て
い
る
場
合
は
ど
う
な
る

の
か
。

答　

条
例
の
施
行
前
に
契
約
し

た
も
の
ま
で
、
縛
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

桝
ます

箕
み

ケ
が

池
いけ

（下池）

　市議会では、市民の皆さんの
生活に直結した重要な問題が審
議されています。市政を身近に
知るためにも、ぜひ議会を傍聴
してみませんか。
　本会議の開催日など、詳しく
は議会事務局へお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ：桜川市役所 岩瀬庁舎 

議会事務局 TEL 0296-75-3111
（内線 2510）

傍聴手続は簡単です 
　本会議を傍聴するときは市役所岩瀬庁舎 第２庁
舎３階の傍聴席入口で氏名、住所、年齢を受付簿に
記入するだけです。

傍聴席は先着順で 50 席
　先着順となっていますことをご了承ください。団
体で傍聴を希望するときは、あらかじめ議会事務局
へご連絡ください。

傍聴に

お越し
ください

地域の実情に即した生活交通の実現に向けて意見交換

答　

違
反
と
思
わ
れ
る
場
合

は
、﹁
議
員
倫
理
調
査
特
別
委

員
会
の
設
置
を
議
会
に
求
め

る
﹂
と
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ

の
前
に
、
議
員
同
士
で
監
視
す

る
目
的
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。


